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新規作成（案）                                                                                                                               ○Ｂ  

 

○ 介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて （案）                              

    各都道府県・指定都市・中核市介護保険担当部（局）長あて  厚生労働省老健局高齢者支援課長通知 

 

 

新  規 

 

 

 

社会福祉法人の会計処理の基準については、｢社会福祉法人会計基準の制定

について｣（平成１２年２月１７日社援第３１０号厚生省大臣官房障害保健福祉部長

、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知。以下｢旧会計基

準｣という。）により示されているところである。これまで、介護保険事業等を実施す

る社会福祉法人における会計処理については、旧会計基準のほか、｢指定介護老

人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて｣（平成１２年３月１０日厚生省

老人保健福祉局老人福祉計画課長通知。以下｢指導指針｣という。）等による会計

処理がされてきた。また｢特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等につ

いて（平成１２年３月１０日老発第１８８号）厚生省老人保健福祉局長通知｣により

資金の取扱いが示されていた。 

今般、会計基準の一元化を図り、法人全体の財務状況を明らかにし、経営分析

を可能とするとともに、外部への情報公開に資することを目的とした｢社会福祉法

人会計基準の制定について｣（平成２３年７月２７日雇児発０７２７第１号、社援発０

７２７第１号、老発０７２７第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護

局長、老健局長連名通知。以下｢会計基準｣という。）が定められた。それらを踏ま

えて、介護保険事業等に係る社会福祉法人について次のように取扱うこととした

ので、了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとと

もに、その取扱いについて遺憾のないようにされたい。 

 

第１ 総則 

１ 趣旨 

指定介護老人福祉施設、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス

事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密

着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者における会計につ

いては、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」（平成11

年厚生省令第39号）（以下「指定施設基準」という。）、「指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準」（平成11年厚生省令第37号）(以下「指定

サービス基準」という。)、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営
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に関する基準」（平成18年厚生労働省令第34号）、「指定居宅介護支援事業等の

事業の人員及び運営に関する基準」（平成11年厚生省令第38号）、「指定介護予

防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」（平成18年厚生労働省

令第35号、厚生労働省令第80号）（以下「指定介護予防サービス基準」という。）、「

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準」（平成18年厚生労働省令第36号、平成18年厚生労働省令第82号）及び

「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」（平成18年厚生労働省

令第37号、平成18年厚生労働省令第92号）において、当該事業の会計とその他

の事業の会計を区分すべきこと及び会計に関する諸記録の整備等が定められて

いるところである。 

社会福祉法人が、会計基準により財務諸表を作成した場合、省令基準で会計

を区分することと同様に取り扱うものとする。 

なお、会計基準及び関連通知等の内容については遵守することとする。 

 

２ 本取扱通知の取扱い 

社会福祉法人における詳細及び具体的な会計処理に関する取扱いについて、

会計基準の定めるところにより、本取扱通知は会計基準を補足するものとする。 

なお、本取扱通知において、会計基準で言う｢拠点区分｣は｢会計の区分｣に、｢

サービス区分｣は｢セグメント｣に読み替えるものとする。 

 

３ 対象範囲 

社会福祉法人において、会計基準の対象に含まれていない場合は、本取扱指

針の対象となる。本取扱通知の対象とする施設、事業所又は事務所（以下「施設

等」という。）の範囲は、次のとおりとする。ただし、地方公共団体から委託された

事業において、特段の定めがある場合は、この限りではない。 

なお、（１）から（４）までに掲げる施設等において、指定サービス基準に定め

る訪問看護又は指定介護予防サービス基準に定める介護予防訪問看護を行                                 

う場合は、本取扱通知の対象として指定訪問入浴介護に準じて取り扱うこ                                 と

ができる。 

（１）指定施設基準に定める指定介護老人福祉施設 

（２）老人福祉法第20条の４に定める養護老人ホーム 

（３）老人福祉法第20条の６に定める軽費老人ホーム 

（４）指定サービス基準等に定める指定居宅サービス事業等であって、老人福祉

法施行規則（昭和38年厚生省令第28号）に基づき事業の開始の届出が必要な
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次の事業等を行う施設等 

   ア 指定訪問介護 

     イ 指定介護予防訪問介護 

     ウ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

     エ 指定夜間対応型訪問介護 

     オ 指定通所介護 

     カ 指定介護予防通所介護 

     キ 指定認知症対応型通所介護 

     ク 指定介護予防認知症対応型通所介護 

     ケ 指定短期入所生活介護 

     コ 指定介護予防短期入所生活介護 

     サ 指定小規模多機能型居宅介護 

     シ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 

     ス 指定認知症対応型共同生活介護 

     セ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 

     ソ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

     タ  指定複合型サービス 

     チ 老人福祉法第20条の７の２に定める老人介護支援センター 

    （５） 指定サービス基準等に定める次の事業を行う施設等については、本                                

     取扱通知に準じて会計処理を行うことができる。ただし、（１）から（４）                                

    までに掲げる施設等が次の事業を行う場合の会計処理については、こ                                

    の限りでない。 

   ア 指定訪問入浴介護 

   イ 指定介護予防訪問入浴介護 

   ウ 指定特定施設入居者生活介護（ただし、（２）及び（３）を除く。） 

   エ  指定介護予防特定施設入居者生活介護（ただし、（２）及び（３）                              

    を除く。） 

    オ  指定地域密着型特定施設入居者生活介護（ただし、（２）及び（３）                              

    を除く。） 

   カ 福祉用具貸与 

   キ 介護予防福祉用具貸与 

   ク 指定特定福祉用具販売 

   ケ 指定特定介護予防福祉用具販売 

   コ （４）に係る基準該当居宅サービス 

   サ 指定居宅介護支援又は指定介護予防支援 

   シ 介護保険法第62条に基づく市町村特別給付事業 

   ス 介護保険法第115条の39に規定する地域包括支援センター 
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   セ （１）から（４）までの施設等において行う介護保険に関連する                              

          事業 

 

第２ 会計処理について 

 １  会計の区分 

      第１の３に定める施設等の会計の区分（以下「会計区分」という。）                                

  の具体的な取扱いは、次によるものとする。 

 

 （１） 第１の３の（１）に定める施設の会計 

第１の３の（１）に定める指定介護老人福祉施設の会計は、独立し                               た

一つの会計区分にて処理しなければならない。 

     なお 、当該施設において 、同 ２の （ ４ ） 及 び （ ５ ） の ア 、 イ 、 コか                                 

   らセまでに定める事業を行う施設等が併設されている場合又は当該施                                   

   設でこれらを行う場合は、当該施設の会計区分に含めて会計を処理す                                  

   ることができる。 

 （２） 第１の３の（２）に定める施設の会計 

     第１の３の（２ ）に定める養護老人ホームの会計は、独立した一つ                                 

   の会計区分にて処理しなければならない。 

     なお 、当該施設において 、同 ２の （ ４ ） 及 び （ ５ ） の ア 、 イ 、 コか                                 

   らセまでに定める事業を行う施設等が併設されている場合又は当該施                                 

設でこれらを行う場合は、当該施設の会計区分に含めて会計を処理することがで

きる。 

 （３） 第１の３の（３）に定める施設の会計 

     第１の３の（３）に定める軽費老人ホームの会計は、独立した一つの会計区 

分にて処理しなければならない。 

   なお、当該施設において、同２の（４）及び（５）に定める事業を行う施設等が 

  併設されている場合又は当該施設でこれらを行う場合は、当該施設の会計区 

  分に含めて会計を処理することができる。ただし、社会福祉法人にあっては、   

   同２の（５）のウからケを除くものとする。 

 （４） 第１の３の（４）に定める施設等の会計 

     第１の３の（４）に定める施設等の会計は、独立した一つの会計区分にて処理

  しなければならない。 

   なお、当該施設等において、同２の（ ４ ）に定める他の事業若しく                                 

 は同２の (５ )に定める事業を行う施設等が併設されている場合又は                                   

 当該施設等でこれらを行う場合は、当該施設等の会計区分に含めて会                                   

 計を処理することができる。ただし、社会福祉法人にあっては、同２                                  

  の（５）のウからケを除くものとする。 
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 （５） 第１の３の（５）に定める施設等の会計 

  第１の３の（５）に定める施設等の会計は、独立した会計区分にて                                   

処理しなければならない。 

  なお、当該施設等において、同２の（５ ）に定める他の事業を行う                                   

施設等が併設されている場合又は当該施設等でこれらを行う場合は、                                   

当該施設等の会計区分に含めて会計を処理することができる。 

 

 ２ 会計に関する諸記録の整備等 

  （１） 会計に関する諸記録の整備 

    会計に関する諸記録は、資金収支計算書、事業活動計算書（損益計算書   

   及び正味財産増減計算書等を含む。）及び貸借対照表（以下｢財務諸表｣と     

   いう。）並びに会計帳簿とし、これらを整備しておかなければならない。 

    なお、社会福祉法人及び会計区分ごとに特別な会計として経理を行                                  

   う一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公    

   益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す    

   る法律40条に規定する法人等以外の法人又は施設等にあっては、財務諸表   

   のうち、資金収支計算書又は事業活動計算書、及び貸借対照表を省略する    

   ことができる。 

 （２） 財務諸表の様式 

      財務諸表の様式は、会計基準の第１号の１様式から第１号の４様式、第２   

    号の１様式から第２号の４様式、第３号の１様式から第３号の４様式のとおりと 

    する。 

 

 ３ 会計帳簿の備置 

   会計帳簿は、１により設定された会計区分ごとに、仕訳日記帳及び総                                   

    勘定元帳を作成し、備え置くものとする。 

 

 ４ 勘定科目及び説明 

     勘定科目及び説明は、｢社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等につ   

   いて｣（平成２３年７月２７日雇児総発０７２７第３号、社援基発０７２７第１号、障  

   障発０７２７第２号、老総発０７２７第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総   

   務課長、社会・援護局長福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福  

   祉課長、老健局総務課長連名通知）のうち｢社会福祉法人会計基準適用上の  

   留意事項（運用指針）｣の別添３のとおりとする。 

  

 

５ 特例事項について 
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 （１）社会福祉法人の会計処理に当たっては、役員報酬など法人本部に帰属する

経費を各拠点区分に計上することができないものとする。主として介護保険事

業のみを実施する社会福祉法人の場合の本部経費について会計基準及び取

扱通知に基づく会計処理を行う社会福祉法人であって、このような事業形態に

ある法人の場合は、法人本部に係る経費についても計上して差し支えない。な

お、本部に係る経費について区分を必要とする社会福祉法人にあっては、会計

基準の別紙４の拠点区分事業活動明細書に｢本部｣欄を追加して差し支えない

。 

 

  （２）予算の弾力的運用 

   指定介護老人福祉施設の運営に要する経費の予算は、経営状況が把握で 

    きるよう、これまで人件費及び経費等に区分し、また会計基準において人件 

   費、事業費及び事務費等に区分したところであるが、弾力的な予算執行の   

    観点から、事業費及び事務費については一の区分とみなした上で、当該指定  

    介護老人福祉施設に係る経理規程又は会計処理規定など規定等の定めによ  

り、一定の手続を経て、予算の科目間（中区分までに限る。）流用及び予備費  

 の使用ができるものとする。 

    なお、適正な予算執行の観点から、予算額と決算見込額とに著しい差異を  

    生じることが見込まれる場合、又は予備費の額を超える支出が見込まれる場 

    合は、定款の定めに従い、あらかじめ予算を補正すること。              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


